
 

 

（情報区分；a 化学物質） 

（取得区分；1 委員会報告情報） 

１）件名 

・REACH 規則の制限に関するコンサルテーション 

２）内容 

・2023年3月22日、ECHA（欧州化学品庁）は、1物質のREACH規則の制限提案に関する 

 コンサルテーションを開始した。 

 最終期限：2023年 9月 25日（1回目期限の記載が無い） 

・以下対象物質及び制限内容 

 - Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) 

   PFASs の製造、上市、使用を制限するもの。 

３）SEAJ コメント 

・今回はコンサルテーションの為、正式に公布されましたら再度情報提供させて頂きます。 

４）添付情報・資料 

・なし 

５）関連情報 

・制限のコンサルテーションに関するURL 

https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration 

６）その他 

・なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semiconductor Equipment Association of Japan（制定;2017,8,3） 

 

※法令等の内容全てを解説しているのではなく、独自の見解を含んでおり、その内容を保証するものでは有りません。 

参考情報としてご利用頂き、法令等の内容解釈は、必ず原文にて確認し、各社の判断で対応して下さい。 
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